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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

◆
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
ま
し

ょ
う
！

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
平
成

２２
年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
は
、
一
カ
月
１
万
５
１
０
０
円

で
す
。
納
め
た
保
険
料
は
「
社
会

保
険
料
控
除
」
と
し
て
全
額
控
除

の
対
象
と
な
り
、
税
金
の
負
担
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
ま
だ
納
付
が
お
済
み
で
な
い
方

は
、
至
急
お
近
く
の
金
融
機
関
ま

た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な

ど
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
保
険
料
に
つ
い
て
ご
不
明
な
点

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
近
く
の
年

金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◆
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
と
き
は
！

　
国
民
年
金
に
は
、
保
険
料
の
納

付
が
免
除
さ
れ
る
制
度
や
猶
予
さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
納
付
が

困
難
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
ま
ま

に
せ
ず
、
必
ず
お
住
ま
い
の
市
町

村
役
場
の
国
民
年
金
窓
口
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
保
険
料
免
除
な
ど
の
承

認
さ
れ
た
期
間
（
一
部
免
除
承
認

期
間
で
一
部
納
付
が
な
い
期
間
は

除
か
れ
ま
す
。
）
は
、
老
後
に
年

金
を
受
け
取
る
た
め
の
資
格
期
間

に
含
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
万
一

の
時
に
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族

基
礎
年
金
を
受
け
取
る
資
格
期
間

に
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
失
業
さ
れ
た
方
は
、
離

職
票
や
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

な
ど
を
添
付
す
れ
ば
、
前
年
の
所

得
に
関
係
な
く
免
除
さ
れ
る
特
例

も
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

◆
年
金
事
務
所
職
員
を
名
乗
る
詐

欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
最
近
、
年
金
事
務
所
職
員
を
装

い
ご
自
宅
を
訪
問
し
、
「
年
金
の

手
続
き
が
終
わ
っ
て
い
な
い
。
ご

本
人
に
代
わ
っ
て
手
続
き
を
す
る

の
で
手
数
料
を
支
払
っ
て
ほ
し
い
」

な
ど
と
言
い
、
そ
の
場
で
現
金
を

請
求
す
る
よ
う
な
事
例
が
報
告
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
年
金
事
務
所
の
職
員
が
ご
自
宅

を
訪
問
し
、
年
金
手
続
き
の
手
数

料
を
請
求
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
年
金
事
務
所
の
職
員
を
名
乗
っ

た
訪
問
や
電
話
で
不
審
な
点
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
そ
の
場
で
対
応
す

る
こ
と
な
く
、
年
金
事
務
所
へ
確

認
す
る
な
ど
十
分
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
年
金
事
務
所
の
職
員
が

訪
問
す
る
際
は
、
身
分
証
明
書
を

携
帯
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
　
蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

 
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

 
総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

　
日
本
年
金
機
構 

幡
多
年
金
事
務
所

蕁
３
４
―
１
６
１
６（
直
通
）

　
平
成

１７
年
度
の
積
極
的
な
勧
奨

の
差
し
控
え
に
よ
り
、
１
期
に
お

け
る
３
回
の
接
種
を
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
方
へ
の
接
種
機
会
の
確
保

（
特
例
措
置
）が
で
き
ま
し
た
。

【
特
例
措
置
の
対
象
者
】

接
種
日
に
お
い
て

①
１
期
初
回
接
種（
２
回
）の
う
ち
、

１
回
受
け
た
方

　
生
後
６
カ
月
か
ら
７
歳
６
カ
月

未
満
ま
た
は
、
９
歳
以
上

１３
歳
未

満
の
間
に
６
日
以
上
の
間
隔
を
お

い
て
残
り
２
回
の
接
種
を
行
い
ま
す
。

②
１
期
初
回
接
種
２
回
受
け
た
方

　
生
後
６
カ
月
か
ら
７
歳
６
カ
月

未
満
ま
た
は
、
９
歳
以
上

１３
歳
未

満
の
間
に
残
り
１
回
の
接
種
を
行

い
ま
す
。

③
１
期
の
接
種
を
全
く
受
け
て
な

い
方

　
９
歳
以
上

１３
歳
未
満
の
間
に
、

６
日
か
ら

２８
日
ま
で
の
間
隔
を
お

い
て
２
回
、
追
加
接
種
に
つ
い
て

は
、
お
お
む
ね
１
年
を
経
過
し
た

時
期
に
１
回
接
種
し
ま
す
。

※
任
意
で
接
種
さ
れ
た
場
合
も
回

数
に
含
ま
れ
ま
す
。

【
接
種
料
金
】
無
料

　
平
成

２２
年
８
月

２７
日
か
ら
、
新

し
い
ワ
ク
チ
ン
（
乾
燥
細
胞
培
養

日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
）
が
で
き
ま

し
た
。
第
１
期
の
接
種
（
３
回
）

を
終
了
し
た
第
２
期
の
対
象
者
（
９

歳
以
上

１３
歳
未
満
）
に
ワ
ク
チ
ン

が
使
用
で
き
る
よ
う
に
位
置
づ
け

ら
れ
ま
し
た
が
、
国
の
方
針
に
基

づ
き
今
年
度
は
３
歳
児
に
積
極
的

な
勧
奨
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

保
健
衛
生
係

蕁
４
３
―
２
８
３
６
（
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課
 

　
保
健
セ
ン
タ
ー

蕁
５
５
―
７
３
７
３（
直
通
）

　
黒
潮
町
で
は
、
河
川
な
ど
公
共

用
水
域
の
水
質
保
全
・
改
善
を
図

る
と
と
も
に
、
町
民
す
べ
て
が
快

適
で
衛
生
的
な
生
活
環
境
を
享
受

す
る
た
め
、
ま
た
実
情
や
環
境
特

性
に
対
応
し
た
生
活
排
水
処
理
施

設
の
整
備
を
行
う
た
め
、
平
成

２２

年
度
に
お
い
て
現
在
の
「
黒
潮
町

生
活
排
水
処
理
構
想
」
を
見
直
し

て
い
ま
す
。

　
構
想
計
画
に
つ
い
て
は
役
場
で

閲
覧
で
き
ま
す
の
で
、
ご
意
見
な

ど
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

【
閲
覧
期
間
お
よ
び
時
間
】

　
１２
月
６
日（
月
）〜

１７
日（
金
）

　
午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
５
時

１５
分

【
閲
覧
場
所
】

　
本
庁 

ま
ち
づ
く
り
課 

国
道
改
良
対
策
係

蕁
４
３
―
２
１
１
５（
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

海
洋
森
林
課 

漁
港
港
湾
係

蕁
５
５
―
３
１
１
５（
直
通
）

○
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

住
民
課 

衛
生
セ
ン
タ
ー

蕁
４
４
―
１
１
８
５（
直
通
）

日
本
脳
炎
予
防
接
種
の
特
例

措
置
に
つ
い
て

黒
潮
町
生
活
排
水
処
理
構
想

の
見
直
し
に
つ
い
て

〜
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
〜

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ


